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下呂市役所生活部上下水道課

下呂市下水道事業の現状と課題について
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令和２年度下水道事業会計決算明細書 （単位：千円、税抜き）

収益的収支（下水道施設を運営していくための収入と支出＝現在のために使うお金）

金　額 内　容

下水道事業収益 2,196,334

1,367,012

下水道使用料 474,707 下水道使用料収入

一般会計補助【外】 104,450 赤字の補填

一般会計補助 787,548 繰入基準による補助

その他営業収益 307

829,322

国庫補助金 4,257 R2.7月豪雨に伴う復旧費補助

一般会計補助 227,047 繰入基準による補助（利息返済分）

長期前受金戻入 585,448 ※1

雑収益 12,570

下水道事業費用 2,164,952

1,860,016

管渠費 8,064 管渠修繕、維持工事

処理場費 434,305 運転、維持管理、汚泥処理、災害復旧工事

総係費 64,179 職員（5名）給与、手当、料金関連委託

減価償却費 1,351,647 ※2

資産減耗費 1,821

227,718

支払利息 227,004 借金の利息

雑支出 714

77,218 過年度の支払い（消費税等）

収支差引 31,382

資本的収支（下水道施設を新しくするための収入と支出＝将来のために使うお金）       

金　額 内　容

資本的収入 426,798

企業債 26,300 新たな借金

一般会計負担金 370,819 繰入基準による補助

受益者負（分）担金 12,679 新規繋ぎ込みによる負担金

国庫補助金 17,000 幸田処理場耐震設計に伴う補助金

資本的支出 1,206,687

建設改良費 54,600 幸田処理場耐震設計、下水道台帳整備

企業債償還金 1,152,087 借金の返済金

収支差引 △ 779,889

一般会計からの補助計 1,489,864

※1 長期前受金戻入：資産取得時に財源とした補助金等を、減価償却に対応して収益化したもの。

※2 減価償却費：時間経過により資産の価値が減少した分に相当する金額を費用として計上。

営業外費用

区　　　分

区　　　分

営業収益

営業外収益

営業費用

特別損失
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下水道事業会計への繰入金及び起債借入額等の年度別状況

繰入金の状況 単位：千円

計 基準内 基準外

H27 1,515,651 1,515,651 0 108,059

H28 1,552,616 1,533,122 19,494 64,066

H29 1,602,394 1,499,029 103,365 0

H30 1,470,675 1,453,494 17,181 22,642

R1 1,514,081 1,399,346 114,735 971 基金廃止

R2 1,489,864 1,385,414 104,450 -

R3 1,477,460 1,139,519 337,941 -

※R3年度は見込み

起債借入、償還額の状況 単位：千円

元金 利子 計

H27 19,300 1,182,311 364,103 1,546,414 15,702,739

H28 17,200 1,204,662 336,441 1,541,103 14,515,276

H29 95,200 1,222,959 308,193 1,531,152 13,387,517

H30 157,700 1,173,373 280,121 1,453,494 12,371,844

R1 40,400 1,146,328 252,981 1,399,309 11,265,916

R2 26,300 1,152,087 227,047 1,379,134 10,140,129

R3 1,153,313 200,650 1,353,963 8,986,816

R4 1,124,434 174,305 1,298,739 7,862,382

R5 1,124,157 148,636 1,272,793 6,738,225

R6 1,078,785 123,874 1,202,659 5,659,440

R7 991,975 101,652 1,093,627 4,667,465

R8 865,835 82,751 948,586 3,801,630

R9 785,300 66,936 852,236 3,016,330

R10 642,833 53,157 695,990 2,373,497

… … … … … …

R25 6,044 74 6,118 3,094

R26 2,294 16 2,310 800

R27 800 2 802 0

※R3年度以降は見込み

年度

年度

年度中増減
年度末
現在高借入額

償還額

基金繰入金
一般会計繰入金
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使用料単価と汚水処理費

下水道事業経営の効率性の指標として、使用料単価と汚水処理原価があります。

令和２年度決算数値で算出すると・・・

１㎥の汚水を処理するのに下水道使用料としていただいた単価。

下水道使用料／年間有収水量

／ ＝

１㎥の汚水を処理するのに要した単価。

（営業費用＋営業外費用－長期前受金戻入）／年間有収水量

－ ／ ＝

差引

下水道使用料／汚水処理費×100 ＝

（参考）事業別経費回収率の比較

※令和元年度地方公営企業年鑑より。

使 用 料 単 価 ：

汚水処理原価：

474,706,604円 2,910,613㎥

2,087,735,093円 585,447,592円

農集 小規模

2,910,613㎥

163.10円

516.14円

△ 353.05円

31.6%

※経費回収率100％にするためには現使用料を3.16倍にする必要があります。

経 費 回 収 率 ：

21.2

美濃加茂市 51.9 53.6 23.3

多治見市 72.1

15.926.630.838.431.6下呂市

全体 公共 特環

岐阜市 87.7

（単位：％）

法適用となって
いる自治体から
抽出

岐阜県 71.6

備考

八百津町 44.1 18.0

31.4 11.0全国※ 63.8 65.5 44.1
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使用料で賄うべき経費について

処理区域内人口密度25人/ha未満は６割

25人/ha以上50人/ha未満は５割

50人/ha以上75人/ha未満は４割 使用料

75人/ha以上100人/ha未満は３割

100人/ha以上は２割

公費負担 ・・・・・

上記目標値を下呂市（令和2年度決算数値）で試算すると・・・

・国が示す目標とすべき数値があり、下呂市の場合、維持管理費の100％＋資本費の40％を賄

うことが望ましいとなっています。（資本費の60％は公費負担）

下水道使用料で賄うべき経費（国土交通省HP「経営基盤の強化」より）

資本費に対する財政措置

汚水処理は、河川などの公共用水域の水質保全などの公的な役割も

あるため、一部を公費で負担することとされています。

資本費（減価償却費、支払利息）

1,578,651千円

60% 40%

維持管理費（管渠費、処理場費、総係費）

506,548千円

※国が示す目標値にするためには現使用料を2.39倍にする必要があります。

474,707千円

令和２年度使用料収入

631,460千円947,191千円

1,138,008千円

使用料で賄う経費

947,191千円

公費負担

←下呂市の区分

7



下
水

道
事

業
の

課
題

と
検

討
事

項

◎
課

題 ・
人

口
減

少
に

よ
る

使
用

料
の

減
少

（
今

後
も

人
口

減
少

は
続

き
ま

す
）
。

・
基

準
外

を
含

む
一

般
会

計
繰

入
金

に
頼

っ
た

経
営

状
況

（
経

費
回

収
率

は
3
1
.6

％
と

低
い

水
準

で
す

）
。

・
施

設
維

持
管

理
費

用
の

確
保

（
現

状
は

維
持

管
理

費
用

も
賄

え
て

い
ま

せ
ん

。
今

後
も

適
正

な
維

持
管

理
が

必
要

で
す

）
。

・
施

設
更

新
費

用
の

確
保

（
多

く
の

施
設

で
更

新
時

期
を

迎
え

て
き

ま
す

）
。

◎
課

題
を

解
消

す
る

た
め

の
検

討
事

項

　
収

入
を

上
げ

る

・
下

水
道

使
用

料
の

値
上

げ
。

・
下

水
道

へ
の

つ
な

ぎ
込

み
促

進
（
経

済
的

負
担

を
強

い
る

と
と

も
に

、
料

金
値

上
げ

と
な

る
中

で
の

お
願

い
）
。

・
滞

納
整

理
の

強
化

（
現

年
度

分
の

収
納

率
は

9
9
.8

％
。

過
去

分
滞

納
の

削
減

）
。

　
支

出
を

抑
え

る

・
不

採
算

下
水

道
事

業
の

廃
止

（
下

水
道

→
合

併
浄

化
槽

へ
の

転
換

）
と

転
換

費
用

の
確

保
。

・
処

理
区

域
の

統
合

に
よ

る
経

費
削

減
（
地

理
的

、
経

費
的

に
統

合
で

き
そ

う
な

処
理

区
は

１
処

理
区

し
か

あ
り

ま
せ

ん
）
。

・
施

設
、

設
備

の
計

画
的

な
更

新
（
今

後
の

更
新

計
画

等
を

整
理

）
。

・
不

明
水

の
削

減
に

よ
る

更
な

る
適

正
管

理
。

（
少

な
く
と

も
、

下
水

道
未

整
備

地
域

の
方

々
が

収
め

ら
れ

た
税

金
で

あ
る

基
準

外
繰

入
金

を
解

消
す

る
料

金
設

定
は

必
要

）
。
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下
水

道
使

用
料

金
の

改
定

に
つ

い
て

・
料

金
負

担
の

配
分

（
一

律
5
0
％

近
く
の

増
、

あ
る

い
は

料
金

収
入

全
体

が
5
0
％

近
く
増

と
な

る
よ

う
負

担
の

大
小

を
設

定
等

）

・
段

階
的

な
値

上
げ

（
例

え
ば

令
和

６
年

４
月

に
2
3
％

値
上

げ
し

、
数

年
後

に
再

度
2
3
％

値
上

げ
す

る
等

）

・
今

後
検

討
す

る
水

道
料

金
改

定
も

視
野

に
入

れ
な

が
ら

の
改

定
方

針
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
の

検
討

が
必

要
に

な
り

ま
す

。
　

　
　

次
回

運
営

委
員

会
で

は
、

具
体

的
な

数
値

を
提

示
さ

せ
て

い
た

だ
い

た
う

え
で

、
議

論
し

て
い

た
だ

き
ま

す
。

将
来

の
運

営
委

員
会

で
は

・
・
・

　
使

用
料

の
状

況
や

施
設

更
新

計
画

を
見

極
め

な
が

ら
、

定
期

的
に

料
金

改
定

の
検

討
（
料

金
改

定
基

準
の

策
定

も
含

む
）
を

議
論

し
て

い
た

だ

く
こ

と
が

必
要

に
な

っ
て

き
ま

す
。

・
令

和
２

年
度

決
算

だ
け

で
み

る
と

、
基

準
外

繰
入

金
を

料
金

収
入

で
解

消
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

2
2
％

の
値

上
げ

が
必

要
に

な
り

ま
す

が
、

今
後

の
使

用
料

の
減

少
や

投
資

（
幸

田
処

理
場

の
耐

震
化

）
、

合
併

浄
化

槽
へ

の
転

換
費

用
な

ど
を

加
味

す
る

と
2
2
％

で
は

足
り

ま
せ

ん
。

・
令

和
６

年
度

に
、

基
準

外
繰

入
の

解
消

と
必

要
経

費
を

確
保

す
る

場
合

、
令

和
６

年
４

月
か

ら
5
0
％

近
く
料

金
収

入
を

上
げ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
試

算
し

て
い

ま
す

。

　
た

だ
し

、
5
0
％

近
い

値
上

げ
は

あ
ま

り
に

も
急

激
な

た
め

、
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